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１．一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進に関す

る基本的な方針 

 

（１）地域におけるタクシーの位置づけ・役割 

１）タクシーの位置づけ・役割 

タクシーは、鉄道・バス等とともに我が国の地域公共交通を形成する重要

な公共交通機関である。 

特に、次のような優れた特性を活かして、ひとりひとりの利用者のニーズ

にきめ細かく、しかも柔軟に対応することができ、地域住民の生活利便の向

上や地域社会の活力の維持にも資する公共交通機関である。 

① 地域社会に密着したドア・ツー・ドアの少人数個別輸送ができる 

② 面的に移動するため、機動性や移動の自由度が高い 

③ 深夜など時間を選ばず、いつでも、また、誰もが利用できる 

更には、④ 災害等においてその機動力を生かし、救助・救援活動に欠かす

ことのできない交通機関である。 

 

また、高齢化社会の進展等、我が国の今後の地域社会の変化に対応する役

割が大いに期待される公共交通機関であるとともに、我が国が観光立国を推

進する中で、各地の観光交流を支える基盤としての役割なども期待されてい

る。 

特に、上田市においては、映画観光ロケ地の誘致や日本遺産認定を踏まえ

た観光誘客策を進めており、観光目的地へのラストワンマイルを担う交通モ

ードとしてタクシーの重要性は極めて高い。 

また、タクシーを利用する旅客にとって、タクシー運転者の印象が当地域

そのもののイメージの構築に大きく関わるものと考えられ、その責任の重さ

は極めて大きい。 

このような地域社会におけるタクシーの重要な役割、位置付けに鑑みれば、

我が国の地域社会の活力を維持していくためには、それぞれの地域において、

タクシーの機能を安定的に維持・活性化していくことが必要である。 

 

（２）タクシー事業を巡る現状の分析・取組の方向性 

 １）上田市Ａ地域を取り巻く状況 

   ①規制緩和後のタクシー事業者数・車両数の推移 

    上田市Ａ地域においては、平成１４年２月の道路運送法改正による規

制緩和(経済的規制の撤廃、社会的規制の強化)後から平成２０年度末ま

での車両数は若干減少の傾向にある。一方、この間の新規事業者数は１
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社である。 

なお、平成２２年の「上田市Ａ地域における特定地域協議会」設立以降、

平成２６年１月２７日施行の特措法の一部改正により平成２６年２月１

３日「上田市Ａ地域準特定地域協議会」として改組されるまでの間に地域

計画に賛同する事業者各社が１３台の減車を実施し、車両数は９３両とな

った。 

以後、上田市Ａ地域準特定地域における適正車両数が毎年８月に公示さ

れており、車両数の推移及び適正車両数の変遷は下表のとおり。 

適正車両数 

（両） 

公示日 H27.8.19 H28.8.1 H29.8.22 H30.8.24 R1.8.23 R2.8.28 R3.8.27 R4.8.30 

上限 78 75 75 73 70 64 35 21 

下限 69 67 67 65 62 57 31 19 

車両数（両） 

（年度末現在） 

92 90 90 90 86 86 86 86 

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

なお、新型コロナ特例措置による休車は令和５年２月１日現在３社４両

となっている。 

 

②規制緩和後の輸送実績の推移 

規制緩和後、地域の状況を総合的に勘案して供給過剰の進行を防止する

ために特別な措置を講じる必要がある地域として、平成１９年に特定特別

監視地域に指定されたことを受けて、事業構造改善計画で事業者が自主的

に減車した結果、タクシー車両の稼働率（実働率）は横ばいの状況にある。

しかし、一方で長引く景気低迷の影響等により輸送人員の減少に歯止めが

かからない状況である。 

しかしながら、日車営収（１日１車あたりの営業収入）は低下を続けて

きたが、その後は増加傾向にあり、実働率も対平成２０年度対比で増加と

なっており、地域計画における適正化及び活性化策の効果が現れ始めてい

た矢先、令和２年２月に県内でも新型コロナ感染者が確認されて以降、前

年比７０％強の減収となる月があるなど、筆舌に尽くしがたい状況となっ

ている。 

 

③タクシー運転者の労働環境 

長野県のタクシー運転者の賃金水準は、長期的に悪化傾向にあり、下表

のとおり他産業を下回る水準となっている。長野交通圏における特定地域

計画、松本交通圏、上田市Ａ地域、飯田市Ａ地域における準特定地域計画

等の実施により平成３０年△1,923千円、令和元年△1,698千円とその効果

が表れた矢先、令和２年コロナ禍により△2,095千円と他産業格差が拡大

してしまった。 

更にコロナ禍により全県でタクシー乗務員６５４名(20.0%)の離職が進



 4

み、アフターコロナにおける反転攻勢に対し、乗務員の高齢化と合わせ乗

務員不足が、事業運営に大きな課題となっている。 

年 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

他産業格差 

（△千円） 
2,089 2,248 2,732 2,081 2,171 1,923 1,698 2,095 

 

     

２）適正と考えられる車両数 

毎年８月に上田市Ａ地域準特定地域における適正車両数が公示され、令

和４年８月３０日に１９台～２１台と公示された。 

 

 ３）取組の方向性 

上田市Ａ地域における上述の状況を踏まえ、当該地域のタクシー事業の

適正化、活性化を図るための目標を次章（１）～（６）のとおり定め、目

標を実現するためにタクシー事業者が主体となって取り組むべき活性化

事業、及びその他関係機関が取り組む施策を記載する。この際、実施主体

や実施時期等についても併せて記述することとする。 

協議会は、目標の達成状況について検証・評価を行うとともに、タクシ

ー事業者等関係者に対し、目標達成のための事業の進捗を促す。また、関

係者（鉄道事業者、道路管理者等）に対しても、準特定地域計画に定める

目標の実現に協力するよう要請することとする。 

更に、協議会は、必要に応じて準特定地域計画の見直しを行うものとす

る。 

 

２．準特定地域計画の目標及び目標を達成するために行う事業 

（１）タクシーサービスの活性化 

  諸問題の原因の中で最も基本的な原因であるタクシーの輸送人員の減少に

対処するためには、消費者に支持されるタクシーサービスを実現することが

最も重要な対策である。そのため、安全性、快適性、確実性などに係る利用

者のタクシーに対するニーズに合致したサービスの提供を図ることを目標と

する。 

特に、観光施策を推進する上田市Ａ地域においては、観光客と数々の文化

財、温泉、景勝地、ワイナリー等観光地を直接結ぶ交通モードとしてのタク

シーの重要性は極めて高く、運転者の接遇態度、おもてなしの精神（ホスピ

タリティー）の向上はもとより、観光に関する幅広い知識やそれを利用者に

伝える技術の習得等を図ることが求められる。 
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具体的には、運転者講習や観光ガイドタクシー制度の充実を図ることによ

り、質の高い観光ガイド運転手が持続的に上田市Ａ地域内において養成され

る仕組みを構築するものとする。 

上田市地域公共交通計画に基づき、上田市の観光資源のＰＲに努めると共

に鉄道やバスとの連携を強化し、二次交通としての機能を高めることで観光

振興を図り、観光客のタクシー利用の増加を目指すものとする。 

また、バリアフリー法に基づく導入整備達成目標に向けユニバーサルデザ

インタクシーの導入を促進するとともに、ユニバーサルドライバー研修の受

講の促進を図る。 

更に、障がい者等の移動制約者を目的地まで的確に運ぶことは、ドア・ツ

ー・ドアの輸送に優れるタクシーにとって真に求められる輸送サービスのひ

とつである。この視点は、近年全国的に広がりを見せている子育てタクシー

（就労中の親の代わりに子供を目的地まで輸送するサービス）や、運転免許

証を返納した高齢者などの利用も同様である。 

タクシー事業者は地域社会の要請を十分汲み取る努力と、新しい需要、要

請に対応する質の高い輸送サービスの提供を目差した活性化策を実施するも

のとする。 

  また、バス路線が存在しない地域においては、タクシーに求められる公共

交通としての役割は高い。地域の総合的な交通体系の構築を念頭に、タクシ

ー車両を用いた乗合行為の検討を行うなど、従来のタクシーやバスでは対応

できない需要、要請に対する取り組みを展開する。 

更に、ＭａａＳ（注１）についても、タクシーの特性を生かし他の交通モード

と連携を図り検討する。 

ＤＸ（注２）を活用し、ＧＸ（注３）への対応等によるＳＤＧｓ（持続可能な開

発目標）を踏まえた利用者利便の向上を図ることとする。 

これら、タクシーサービスの活性化に向けては、タクシー事業者の自主的

な取組や発案に期待しつつ、関係機関等においてはそれを支援する施策を検

討することとする。 

 

（注１）MaaS（マース：Mobility as a Service）とは、地域住民や旅行者一人一人の移動ニーズに対応して、複数の公

共交通やそれ以外のサービスを最適に組み合わせて検索・予約・決済等を一括で行うサービスです。 

（注２）DX（ディーエックス：Digital Transformation）とは、デジタル技術によって、ビジネスや社会、生活の形・

スタイルを変える（Transform）こと。 

（注３）GX（ジィーエックス：Green Transformation）とは、化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリーンエ

ネルギー中心へ転換すること。 
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〔事業者が実施する活性化事業〕 

活性化事業名 具体的な内容 実施主体 実施時期 

タクシー乗務員

等の接客研修等 

・観光レベルアップ研修 

・ユニバーサル研修の受講【必須項

目】 

・妊婦・子ども向けタクシー研修の

受講【必須項目】 

・外国語講習の受講【必須項目】 

長野県タクシー

協会 

タクシー事業者    

平成２４年

～（継続） 

利便性向上につ

ながる案内及び

機器等の導入 

クレジットカード・電子マネー対応

端末の導入【必須項目】 

タクシー事業者 平成２２年

～（継続） 

上田市公共交通キャッシュレス化推

進事業（ＱＲコード決済実証事業）

によりキャッシュレス化に向け検討 

タクシー事業者 

上田市 

令和５年度

～ 

観光振興等によ

るタクシー利用

の拡充 

 

・車両のフロントに「六花文」の標

識を取り付ける 

・タクシー車両に日本遺産ロゴ（マ

グネット）を貼付 

長野県タクシー

協会 

タクシー事業者 

平成２２年

～（継続） 

葉の交通（注４）

の構築 

タクシー事業者として「葉の交通」

の持続を図る。 

自治体、地域協議

会等、各タクシー

事業者 

平成２２年

～（継続） 

社会貢献活動の

拡充 

タクシー事業の特性を活用し地域の

安心安全のための活動に努める。 

タクシー事業者 平成１９年

～（継続） 

運転免許返納高

齢者の運賃割引

制度の継続 

事業者負担により割引を継続 タクシー事業者 

上田市（協力） 

平成２２年

～（継続） 

観光ガイドタク

シー 

平成１９年から実施しているが、更

に長野県ガイドタクシー認定乗務員

数を増やし質の高いサービスを提供

することで利用の促進を図る。【必

須項目】 

長野県タクシー

協会 

タクシー事業者 

上田市（協力） 

平成２２年

～（継続） 

福祉車両（ＵＤ車

含む）の導入促進 
・バリア解消促進等事業（バリアフ

リー化事業）、長野県タクシー事

業支援総合補助金の活用 

・ＵＤタクシーの導入【必須項目】 

タクシー事業者 

地方自治体 

北陸信越運輸局 

平成２３年

～ 

（継続） 

（注４）「葉の交通」とは、鉄道を「幹」、バスを「枝」と見立てた際の、「葉」の部分である最寄り駅やバス停～

自宅間の交通を担うタクシー・乗合タクシー・自家用有償運送などの総称。 

 

 

（２）事業経営の活性化、効率化 

他都市同様、上田市Ａ地域においても長期にわたる旅客需要の減少が続き、

新規需要への展望が見いだせない状況下においては、各社の事業の効率性の

向上も重要な課題のひとつである。 

効率的な事業運営のためには、ＤＸの活用を含め果敢に取り組むことが必
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要である。 

 

〔事業者が実施する活性化事業〕 

活性化事業名 具体的な内容 実施主体 実施時期 

タクシー車両の

相互利用及び効

率化 

「乗車チケット」の相互交換（実施済）

を始め、一時的に生じる稼働車両不足に

対し、事業者間の横の連絡を活用し、利

用客の利便を図る。 

タクシー事

業者 

平成２２年

～（継続） 

 

 

（３）タクシー運転者の労働条件の悪化の防止、改善・向上 
 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴いタクシー乗務員の離職が増え、乗務員

不足が事業継続に焦眉の急となっている。全産業労働者平均と遜色のない賃

金構造に向け取り組むことが肝要と考えられる。 

 また、公共交通機関であるタクシーの乗務員不足は生活交通にも影響を及

ぼすため、官民挙げての対応が求められている。 

 令和４年度から長野県がタクシー事業支援総合補助金として「二種免許取

得費の補助金制度」が創設された。また、道路交通法の改正により二種免許

の取得年齢の引き下げ・経験年数の緩和が令和４年５月１３日より施行され

た。今後は若年者、女性を含めた人材確保策について、地域全体での対応が

必要である。 

 一方、タクシー乗務員がウィズコロナ社会においても、感染防止・防犯対

策を兼ねた仕切り板の設置により、安心に乗務できる環境の向上も必要であ

る。 

 

〔事業者が実施する活性化事業〕 

活性化事業名 具体的な内容 実施主体 実施時期 

仕切り板の設置

及び防犯訓練の

実施 

感染防止・防犯対策を兼ねた運転者と後

部席等の間の仕切り板の設置及び防犯

訓練を実施する。 

タクシー事

業者 

上田警察署 

平成２２年

～（継続） 

労働環境の改

善・推進 

・一人あたりの生産性を高めるため、効

率の良いダイヤ等を検討する。 

・労務管理を再点検し、過労運転防止対

策を講じる 

・自主管理点検票を作成し、チェック体

制を整える。 

タクシー事

業者 

平成２２年

～（継続） 
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〔その他関係機関が実施する施策〕 

施策名 具体的な内容 実施主体 実施時期 

行政処分基準等

の改正 

・社会保険等未加入事業者に対する処分

基準を創設。 

・最低賃金法違反に対する処分基準を創

設。 

北陸信越運

輸局 

平成２１年

１０月～ 

（継続） 

働きやすい職場

認証制度の活用 

職場環境改善等に向けた事業者の取り

組みの「見える化」により求職者のイメ

ージ刷新を図る制度の活用 

北陸信越運

輸局 

タクシー事

業者 

令和２年度

～（継続） 

 

（４）安心・安全の確保 

公共交通機関として「安全・安心で良質なサービスの提供」を行うために

は、安全性の維持・向上について不断の努力を行うことで社会的な信頼を向

上していく必要がある。 

国土交通省が策定した「事業用自動車総合安全プラン2025」に沿って、上

田市Ａ地域においても当該目標を達成するべく各タクシー事業者が安全対策

に取り組むことはもちろんのこと、行政機関等関係者が不断の取り組みを実

施する。 

 

〔事業者が実施する活性化事業〕 

活性化事業名 具体的な内容 実施主体 実施時期 

運輸安全マネジ

メントの実施 

安全マネジメント制度による経営トッ

プから現場まで一丸となった安全管理

体制の構築を図る。 

タクシー事

業者 

平成２２年

～（継続） 

安全運転のため

の取組の充実 

・アルコールチェッカーを精度が高く記

録が残る検査器に切り替えていく。 

・デジタルタコメーター、ドライブレコ

ーダーの導入促進 

タクシー事

業者 

平成２２年

～（継続） 

乗客の緊急時対

応 

・ＡＥＤ（自動対外式除細動器）のタク

シーへの搭載を推進 

・救命処置の研修会の実施。 

タクシー事

業者 

平成２２年

～（継続） 

事業用自動車総

合安全プラン

2025の推進 

・乗客死亡者０人の達成 

・出合い頭衝突事故件数の削減 

・重傷者数の削減 

・人身事故件数の削減 

北陸信越運

輸局 

タクシー事

業者 

令和３年度

～（継続） 
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〔その他関係機関が実施する施策〕 

施策名 具体的な内容 実施主体 実施時期 

安全マネジメン

トの実施 

安全マネジメントの普及 

評価対象事業者の拡大 

北陸信越運輸局 

長野運輸支局 

平成２２年 

～（継続） 

 

（５）交通問題、都市問題、環境問題の改善 

多数のタクシー車両が繁華街や駅周辺に集中することは、周辺の道路混雑や

歩行者との交錯につながり、地域における円滑な交通の確保に支障が生じると

ともに、観光都市である上田市の景観の悪化など、都市政策、観光政策にも悪

影響を及ぼすこととなる。 

上田市Ａ地域においては、タクシーの流し営業等は比較的少なく、主に営業

所受けの地域であるが、駅周辺や繁華街においては、待機タクシー車両も見受

けられることから、今後の都市計画を見据えたタクシー乗場等の環境整備や配

車ルールなどを検討する必要がある。乗場等の整備は利用者にとって利用しや

すく、利用者のニーズに合致したサービスの提供に資するものであることから、

事業者団体等においては、行政機関や施設管理者等と連携をしつつ、快適な地

域空間の創出等のため、積極的に交通・都市・環境問題に対応していく必要が

ある。 

また、環境問題については、平成２７年５月に2030年度を目標年度として策

定した「ハイヤー・タクシー業界の低炭素社会実行計画」に基づき、①ＨＶ車・

ＥＶ車等環境対応車の普及、②車両数の適正化、③スマートフォンを活用した

配車システムの導入、④デジタル式ＧＰＳ－ＡＶＭの導入等による運行の効率

化、⑤エコドライブ等の実施、⑥グリーン経営の認証の推進により、公共交通

事業者から運輸部門のＣＯ２排出量削減に取り組むこととする。 

更に、福祉輸送の健全なあり方や、タクシー類似行為（白タク行為）につい

ては、タクシー事業者に与える影響も大きいことから、引き続き関係機関によ

る違法行為の排除に取り組むこととする。 

 

〔事業者等が実施する活性化事業〕 

活性化事業名 具体的な内容 実施主体 実施時期 

アプリ配車の導入促

進 

アプリ配車の導入促進【必須

項目】 

タクシー事業者 平成２７年

～（継続） 

ハイヤー・タクシー

業界の低炭素社会実

行計画の推進 

ＨＶ車・ＥＶ車等環境対応車

の導入促進【必須項目】 

タクシー事業者 

北陸信越運輸局 

平成２７年

～（継続） 

エコドライブ講習会の実施

等を通じた燃費向上と環境

対策 

タクシー事業者 平成２２年

～（継続） 

先進安全自動車（Ａ

ＳＶ）の導入促進 

先進安全自動車（ＡＳＶ）の

導入促進【必須項目】 

タクシー事業者 平成２７年

～（継続） 
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〔その他関係機関が実施する施策〕 

施策名 具体的な内容 実施主体 実施時期 

営業類似行為（白タ

ク行為）の排除 

警察、運輸支局、タクシー事

業者（情報提供）の連携に

より違法車両を排除する。 

上田警察署 

長野運輸支局 

平成２２年 

～（継続） 

 

（６）供給抑制 

特定地域及び準特定地域におけるタクシー特措法には、活性化事業と相ま

ってタクシー事業の供給輸送力の減少等の事業再構築を定めることができる

とされており、また、基本方針には、タクシー事業の需給バランスを改善す

るためには、需要の減少に歯止めをかけるだけでなく供給輸送力を減少させ

る事も必要であり、適正な競争や利用者利益が確保されることを前提として

自主的な供給過剰の解消を推進することが期待されるとされている。 

直近の北陸信越運輸局が公表した適正車両数は１９台～２１台とされたが、

これは、コロナ禍により当該地域が未曾有の減収状態における実績を基に算

出されたものであり、タクシー事業者がアフターコロナの需要動向を判断し

つつ、更なる適正化に努める。 

タクシー事業者は、２．（１）で掲げた活性化の取組等を通じて需要創出を

図ることはもちろんのこと、自主的な自社の車両数の見直し等事業再構築に

ついても検討し、活性化事業を進めることとする。 

ただし、供給力の抑制はタクシー運転者の雇用面にも影響することから、

勤務体系の見直しや合理的な配車管理等を通じ、運転者の雇用が可能な限り

守られることが求められる。 

 

〔その他関係機関が実施する施策〕 

施策名 具体的な内容 実施主体 実施時期 

新規許可・増車

に対する審査の

厳格化 

タクシー適正化・活性化法、及び新

規許可、車両の増車に係る関連通達

（公示第１２号、１３号、６４号）

に基づき、厳格な審査を行う。 

北陸信越

運輸局 

平成２１年１０

月～（継続） 

 
 
注）事業者が実施する活性化事業の内、必須項目は、平成２８年１２月２７日

付け国土交通省自動車局長名発出の「『特定地域及び準特定地域における一

般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法』に係る

フォローアップについて（調査依頼）」により指定された活性化項目であり、

項目毎に目標値を設定し国土交通省に報告することとされているものである。 


